
◆ 入 団 資 格

・市内に居住し、又は勤務する者

・ 年令満１８歳以上の者

・ 心身ともに健康であること

◆ 入団後の待遇

・ 報酬（年額）及び手当支給

・ 公務災害補償制度あり

お問い合わせ

ています。

　災害は、「いつ」「どこで」起こるか分かりません。地域に最も身近な防災機関である

「消防団」の活動は、ますます重要になっています。消防団員は、仕事を持ちながら「我

が町を災害から守る」という使命感のもと、地域の防災リーダーとして幅広い活動を行っ

大月市消防団　消防団員募集

　大月市消防団では、このように市民の生命・財産を守るために活動していただける方を

募集しています。

Ｅmail：syoubouhonbu-19206@city.otsuki.lg.jp

消防課 消防団担当

電話：22-0119（内線：365）　　FAX：23-0119

    


